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医療機器に係る物流2024年問題等により生じうる 課題と対応策について

我が国では、 働き方改革の一環として労働基準法（昭和22年法律第49号）を改正し、

時間外労働の上限を法律に規定し、 令和元年4月（中小企業は令和2年4月）から適用し

ている。 自動車運転の業務においては、 時間外労働の上限の適用が5年間猶予されている
が、令和6年(2024年）4月以降、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労

働の上限が年960時間となる予定である。 自動車運転の業務に係る時間外労働の上限規制

等の見直しに伴い生じうる、いわゆる物流2024年問題により、医療機器業界にもその影響

が及ぶ恐れがある。

ついては、 物流 2024 年問題により医療機器業界に生じうる 課題と対応策について下記

のとおり取りまとめたので通知する。

貴職におかれては、 貴団体所属会員に対して、 本件を周知いただくようお願いする。

記

1 物流2024年問題について

我が国では、 労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現す

る働き方改革を総合的に推進するため、 長時間労働の是正、 多様で柔軟な働き方の実現、

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための働き方改革が推進されている。 働き

方改革の一環として、 労働基準法を改正し、 時間外労働の上限を法律に規定し、 令和元年

4月（中小企業は令和2年4月）から適用してきた。

一方で、 自動車運転の業務等については、 長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の

課題等があることを踏まえつつ、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されている。

令和6年4月以降、自動車運転の業務は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の

時間外労働の上限が年960時間となる。 これを踏まえて、自動車運転者の労働時間等の労

働条件向上を図るための拘束時間、 休息時間等の基準を定める「自動車運転者の労働時間

等の改善のための基準（改善基準告示）」についてもあわせて見直しが行われた。

時間外労働の上限規制、 改善基準告示の見直しに伴い、 輸送可能量の低下等の物流課題

が生じることが想定される。物流2024年問題とは、これらの時間外労働の上限規制等に対

して何らかの対策を行わない場合に発生しうる物流課題のことを指す。










